
別紙様式2-1総括表 提出先 愛媛県東予地方局

福祉日介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (令和6年度 )

1 基本情報

2賃金改善計画について

(1)加算額以上の賃金改善について(全体)

令和5年度と比較した令和6年度の増加分の配分方法

④
令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算
の見込額(繰越分を除く。)(b― c)

(f)     901,430 円

令和6年度に④を原資として行う新たな賃金改善の
⑤ 見込額 (ベースァップ(基本給及び決まつて毎月支払われ

る手当の一律の引上げ)によるもの)

(g)     550,000 円

⑥
⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな
賃金改善の見込額 (h)     400,000 円

② 新たな賃金改善の見込額の合計(g+h) (i)      950,000 円

【記入上の注意】
。 (b)には、令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込額として、旧3加算の上位区分への移行によるもの(令和6年 4・ 5月 分)並びに

令和6年度改定での加算率の引上げ及び新加算 I～Ⅳへの移行によるもの(令和6年6月 以降分)の合計額が別紙様式2-2、 23及び24から自
動で転記される。このうち、令和7年度の賃金改善のために繰り越す額 (c)を 除いた額が、くつに転記される。

・ 障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に259る、令和7年度に20%の ベースアップヘとつながるよう、令和6年度分の加算額の全額を令和
6年度内の賃金改善に充てることは求めず、障害福祉サービス事業者等の判断により、その一部を令和7年度に繰り越して賃金改善に充てること
を認める。令和7年度に繰り越す額は、(b)を 上回らない範囲内で各事業者等において設定し、(c)に記載すること。また、繰越分は全額令和7年度
の賃金改善に充て、期間中に事業所が休廃止した場合には、必ず一時金等により福祉・介護職員その他の職員の賃金として配分すること。

・ (e)。 (g)・ (h)には、新加算等の算定により実施する賃金改善の見込額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行つた場合の法定福
利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

・ (g)は (つ の見込額以上となること。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、令和6年度障害福祉サービ
ス等報酬改定を踏まえ賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えな
い。したがって、(1)の値(g+hの 合計)が (0以上であれば差し支えない。

フリガナ シヤカイフクシホウシ
‐
シハすサクカイ

法人名 社会福祉法人花咲会

法人所在地 愛媛県新居浜市下泉町2丁 目7-25

フリガナ ウエノイチロウ

書類作成担当者 上野―郎

連絡先 電話番号 0897-40-6111 E―mail donden55@nbn nejp

令和6年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額

① 令和6年度の加算の見込額 (a)   11,642,990 円

(b)     901,430 円

(c) 0 円

②
令和6年度の賃金改善に充てる必要がある加算の
見込額 (賃金改善が必要な額)(a― c)

(d)   11,642,990 円

③
令和6年度の賃金改善の見込額
(②の額以上となること)

(e)   11,700,000 円

■
Д
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図 処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

(2)加 算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの誓約

←回
【記入上の注意】
・「処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「カロ算取得年度の賃金の総額」から「当該年度の各加算による

賃金改善所要額の総額」を除いた額と、②「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較し、①の額
が②の額を下回らない(加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げない)ことをいう。実績報告書では、これらの賃金額の具体的な記載を求
めるため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(実績報告書)2(2)を 参照すること。

・ ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がつた場合には、その事情を別紙様式5「特別な
事情に係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。

(3)賃 金改善を行う賃金項目及び方法

3福 祉 B介護職員等処遇改善加算等の要件について

(1)(参考)月 額賃金改善要件 I(新加算Vの 1/2以上の月額賃金改善)【新加算I～Ⅳ】
※令和6年度中は適用されないため 記ヽ入は任意

① 令和6年度の新加算Ⅳ相当の見込額の司/2 3,368,075 円

②
令和6年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金
改善による額 (①の見込額以上となること)

3,400,000 円

【記入上の注意】
・ 令和7年度以降に新加算の算定を行う場合は、本要件を必ず満たす必要があることから、上記のグレー色のセルに「 X」が付く場合は、令和6年度

中(令和7年 3月 末まで)に、加算を原資とする一時金等の一部を基本給等の引上げに付け替えるなどの必要な対応を行うこと。

(2)月 額賃金改善要件 Ⅱ(旧 ベア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善 )【新加算 I～Ⅳ】
※新加算 I～Ⅳを算定するまで旧ペア加算又は新加算V(2)・ 141・ (71・ (9)・ 10を算定していなかった事業所のみ

↑
　

↑

0

①賃金改善実施期間 令和 6 年 4 月 帝手不日 7 年 3 月 ( 12か月 )

②賃金改善を行
う給与の種類 □ 基本給 □ 手当(新設) □ 手当(既存の増額 ) 日 賞与 他 ( )

③具体的な取
組内容

(当 該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)

団 就業規則   □ 賃金規程   固 その他 ( )

(賃金 改 善 に関す る規 定 内容 )※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を抜き出す等すること。

鴨TlL・ 介護ほ員の墨不給における処遇会手当の引き上げ及び年2回の買与時に、処遇改吾手当として更綸する。引き上げ手は、経験
年数、資格、技能業務成績を考慮し各人ごとに決定する。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期) 年 月 (圧]実施済 [司予定  )

④ベースアップ
の実施予定 日 実施する

実施しない場
合、やむを得な

い事情



日
ス

ます

(3)月 額賃金改善要件Ⅲ (I日 ペア加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善)【 I日ペア加算】

【令和5年度から盤続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について】

⇒ 令和6年度も令和5年度のベースアップ等加算の配分のために行つたものと同等以上の賃金改善を継続することを誓約すること

←回
【令和6年 4・ 5月 から新規に旧ベースアップ等加算を算定する事業所について】
→ 新規に算定する事業所の旧ベースアップ等加算について、福祉・介護職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の

2以上が、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の引上げに充てられる計画になっていること

(4)キャリアパス要件 I口 Ⅱ

【新加算 I～Ⅳ・V佃 )～ (6)・ V(81・ V$)、 旧処遇 I・ Ⅱ】

パ

回

キヤリアパス要件 Ⅱ(研修の実施等 )

⇒ キヤリアパス要件 Iと Ⅱの両方を満たすこと。 該 当

イからハまでのすべての基準を満たす。図

イ 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金休系を定めている。

ハ イ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。

□ 次のイと口の両 の を満たす。

イ
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいず
れかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

イの実現のた
めの具体的な
取組内容

(該当する項
目にチェック
(7)した上

で、具体的な
内容を記載 )

匡 ①

資質向上のための計画に沿つて、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職
員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について以下に記載すること

外部研修・内部研修計画に沿つて、職員研修を実施する。

日 ②

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について以下に記載すること

就業規則に資格取得における貸付金制度を設けている。

口 イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。



(5)キャリアパス要件Ⅲ 【新加算 I～Ⅲ、V佃 )・ 131・ 181、 旧処遇 I】

キヤリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

(6)キャリアパス要件Ⅳ 【新加算 I・ Ⅱ、V佃 )～ (]・ 0)・ 101・ 12、 旧特定 1・ Ⅱ】

キヤリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)⇒以下の相がrO」 の場合、要件を満たしている。

旧特定加算 I・ Iの要件 (4・ 5月 )

新加算 I・ Ⅱ、V(刊 )～ (7)・ (9)・

“

0・ 12の要件 (6月 以降)

新加算 I・ Ⅱの要件 (年度内の区分変更後)

⇒ 上 の し 「 x

(7)キャリアパス要件V【新加算 I、 V仰 )・ (2・ 151・ 17)・側、旧特定 I】

キヤリア′ V )⇒以下の 力t「 の

X (別紙様式2-2「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)

X (別紙様式2-3「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)

(別紙様式2-4「⑥キャリアパス要件Ⅳ」の欄から転記)

て い

日 次のイと口の両方の基準を満たす。

イ
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを
設けている。

具体的な仕組
みの内容 (該

当するもの全
てにチェック
(ン )するこ

と。)

日 ①
経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

日 ②

資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して

就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

日 ③

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文
化されていることを要する。

口 イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化す
ることが必要であり、規程の整備や研修,実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

その他 (

」を設 できない場合その理又8万円の 万円以上

業所等で加算額全体が少額であるため。

旧特定加算 Iの要件 (4・ 5月 )

新加算 I、 V(1)・ (2)・ (5)・ (7)・ 10の要件(6月 以降)

新加算 Iの要件 (年度内の区分変更後 )

(別紙様式2-2「②キャリアパス要件V」 の欄から転記)

(別紙様式2-3「②キャリアパス要件V」 の欄から転記)

(別紙様式2-4「②キャリアパス要件V」 の欄から転記)

④
④
■



(8)職場環境等要件

晰 加煎 Ⅷ ―171・ 191・ 101・ lβ ttlま l日 特定 卜 ■を算定難 】

  帥

…

取届 需→ 届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チエック(7)すること。複数の取組を行い、「

の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のため
の業務改善の取組」、「やりがい。働きがいの醸成」の6区分から任意で3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上

定F

入職促進に向
けた取組

凹 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

E]事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

ヨ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

」 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅方向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

倒 ご′ひ刀 り`,「 巌 偶 TII野 り RXイ〒笹 日 十日ワ石 に 河 ,0兵 務 百 ■オ修 父 講 又 渡 や 、よ ツ尋 日 1王 (〕 〕局 い 又 振 快 11丁 を RXイ守しよつ
=η

O言

コ に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

」 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサボート等をする担当者)制度等導入

」 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多
様な働き方の
推進

」 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

□
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の転換の制度等の整備

回 有給休暇が取得しやすい環境の整備

□ 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

□ 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む心
身の健康管理

□
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等に
よる腰痛対策の実施

|¬ 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレステェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

□ 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

」 事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改
善の取組

」 タブレット端末やインカム等のICT活 用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

コ 尋雰亀寝躁 層憲暦罫界こ蒜吊離
食`事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業

¬ 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃。清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場環境の整備

□ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働き
がいの醸成

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

□ 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

J支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

【見える化要件】【新加算正・Ⅱ、V(1)～伊)・ 0)・ 19・印り、旧特定I・ Ⅱ】
・ 実施する周知方法について、チエック(ア )すること。なお、令和6年度中の見込みでも差し支えない。 O

ホームページ
ヘの掲載

□ 職場環境等要件の25項 目のうち、実施する取組項目の「障害福祉サービス等情報公表システム」での選択

□ 職場環境等要件の25項 目のうち、実施する取組項目の自社のホームページヘの掲載



4要件を満たすことの確認日証明
・ 以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(7)すること。

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※ 本様式への虚偽記載のほか、I日 3加算及び新加算の請求に関して不正があつた場合並びに指定権者からの求めに応じて書類の

提出を行うことができなかった場合は、障害福祉サービス等報酬の返還や指定取消となる場合がある。

確認事項
証明する資料の例
(指定権者からの求め

に応じて提出)

0

図
処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。
また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

就業規則、給与規程、給
与明細等

令和7年度に繰り越す額 (2(刊 )①
'ア

)がある場合は、全額、令和7年度の更なる賃金

回 す。期間中に事業所が休廃上した場合には、一時金等により福祉・介護職員その他の職員の賃金とし
て配分します。

就業規則、給与規程、給
与明細等

試 [鉦だ∬ 齢 鷺告率峯雷8桑課ζ計温卍紫稲報篇 鶏
末まで)に書面を整備します。

就業規則、給与規程、資
質向上のための計画等

日
労1動 基準法、労1動 災吾卒百慣保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労倒に関す
る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

日 労働保険料の納付が適正に行われています。
労働保険関係成立届、
確定保険料申告書

LV」 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文→七

本処遇改善計画書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。

令和  6 年 4 月 15 日  法人名 社会福祉法人花咲会

代表者 職名 理事長    氏名 上野一郎



(確認用)提 出前のチェックリスト
・ 以下の項目にオレンジ色の「 X」 がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

4要 件を満たすことの確認・証明

必要な項目が全て選択されてし O
誓約・記名が行われていること

2賃 金改善計画について

( 1 )

令和7年度への繰越し見込額が令和6年度に増加する加算の見込額を超えない計画となつている

令和7年度に繰り越す額を除いた加算額以上の賃金改善を行う計画となつている 0
令和6年度に増加する加算の見込額を超える賃金改善を行う計画となつている O

(2) 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを誓約している 0
(3) 賃金改善を行う賃金項目及び方法を記載している O

3福祉・介護職員等処遇改善加算等の要件について

(1) 月額賃金改善要件Ⅱ 旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になつてい

(2) 月額賃金改善要件Ⅲ

令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前からの
賃金改善の取組の継続を誓約していること O

令和6年 4・ 5月 から新規にベースアップ等加算を算定する事業所について、旧ベア加算額以上の
新規の賃金改善を行う計画になつていること

福祉・介護職員について、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画に
なつていること

その他の職種について、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になつ
ていること

(3) キヤリアパス要件 I・ Ⅱ

キヤリアパス要件 I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の両方
を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年 3月 末まで)に福祉・介護職員の
任用要件・賃金体系を定めることÅ至研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確
保を行うことを誓約していること

O

キヤリアパス要件 I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)のど生
生赴を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年 3月 末まで)に福祉・介護職
員の任用要件・賃金体系を定めること又は研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会
の確保を行うことを誓約していること

(4) キヤリアパス要件Ⅲ キヤリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年
度中(令和7年 3月 末まで)に昇給の仕組みを整備することを誓約していること O

(5) キヤリアパス要件Ⅳ
賃金改善額が月額平均8万 円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所
あたり1以上となるような計画になつていること。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等である
等の理由を記載すること

0

(6) キヤリアパス要件V キヤリアバス要件V(配置等要件 )を満たすこと O

(7) 職場環境等要件
新加算等の区分ごとに必要な数以上の職場環境等要件の取組を行つていること O
情報公表システム等での見える化要件を満たすこと


